
議案第８４号 

  

指定管理者の指定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、公の施設の管理を行わせる者を別紙のとおり指定するものとする。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

北名古屋市長 太 田 考 則 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、北名古屋市久地野児童館の指定管理者を指定す

るため必要があるからである。 

 

 

 



北名古屋市久地野児童館指定管理者 

 

１ 指定に係る施設の名称 

  北名古屋市久地野児童館 

２ 指定の相手方 

 北名古屋市熊之庄東出２４番地３ 

 特定非営利活動法人健全育成おひさま 

  代表者 田 内 亜矢子 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１０年３月３１日まで 



施設及び法人の概要 

１ 施設の概要 

 ⑴ 名 称 

   北名古屋市久地野児童館 

 ⑵ 所在地 

   北名古屋市久地野戌亥５１番地 

 ⑶ 敷地面積 

   １，１９８．００㎡ 

 ⑷ 施設規模 

   鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積  １８４．７２㎡ 

延べ床面積 ３６０．７３㎡ 

 ⑸ 施設内容 

   遊戯室、図書室、便所、事務室、クラブ室、倉庫、自転車置場 

 ⑹ 開館時間及び休館日 

  ア 開館時間 

    午前９時３０分から午後６時まで 

  イ 休館日 

    日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９

日から翌年の１月３日まで 

 ⑺ 利用状況 

   令和４年４月から令和５年３月までの実績 

   利用人数 ２０，９４７人 

 ⑻ 利用料   

無料 

 ⑼ 指定管理者制度導入年月日 

   平成２４年４月１日 

２ 「特定非営利活動法人健全育成おひさま」の概要 

 ⑴ 主たる事務所 

   所在地 北名古屋市熊之庄東出２４番地３ 



 ⑵ 目 的 

子どもがいきいきと遊べる環境作りや、自分で考え、人に伝え、仲

間との豊満な経験を通し、人の気持ちを大切にする事を目指し、さら

には、地域の人々と協力し健全育成の推進を目的とする。 

 ⑶ 組 織（令和５年４月１日現在） 

  ア 理事長 田内 亜矢子 

  イ 役 員 理事長、副理事長、理事１名、監事１名 

  ウ 職 員 １８名 

⑷ 指定管理者としての実績   

久地野児童館の指定管理者 平成２４年４月１日から現在まで 

    


